
 

 

財政局契約第二課が発注する一般競争入札（条件付）の委託契約においては、平成29年４月１日

以降に締結する契約から、「入札保証金制度」を導入しています。（導入時のご案内については、

平成29年１月30日付の「財政局発契約第二課発注の委託契約に入札保証金制度を導入します。」を

ご参照ください。） 

このたび、本制度の詳細について定めた「委託契約に関する入札保証金の取扱いに係る説明書」

を以下のとおり改正します。 

 

１ 改正の概要 

改正箇所 改正内容 

２ 入札保証に係る書類の提出方法 

(1) 現金で納付する場合 

「入札保証金納付書兼領収書発行依頼書」（別紙１）の契約

第二課への提出期限について、「入札期間の初日の２日前（た

だし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23

年法律第178号）に規定する休日並びに12月29日から翌年の

１月３日まで）を含まないものとして計算することとする。）

の午後５時まで」と定めました。 

別紙３ 

入札保証金払出請求書 

（振込先金融機関） 

「口座名義人欄」を追加しました。 

 

２ 改正時期 

平成29年７月４日以降に公告する委託契約について適用します。 

※平成29年６月27日までに公告した委託契約については、従前の定めによります。 

詳細については、「委託契約に関する入札保証金の取扱いに係る説明書」を参照してください。 
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「委託契約に関する入札保証金の取扱いに係る説明書」を改正します。 
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